
富山県地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金交付要綱 
 

（通 則） 

第 1条 この要綱は、富山県補助金等交付規則（昭和 37年富山県規則第 10号。以下「規 

則」という。）第 21 条に基づき、地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金（以下

「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この補助金における「組合等」とは、富山県内に事業所を有するものであって、

次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、富山県伝統工芸品産業支援事業費

補助金の交付対象となる者を除く。 

（１）事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会 

（２）商工組合又は商工組合連合会 

（３）酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成

員たる酒類製造業者の３分の２以上が３億円以下の金額をその資本の額若しくは出資

の総額とする法人又は常時３００人以下の従業員を使用する者であるもの 

（４）水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会 

（５）一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）第２条第１

項に規定する一般社団法人等又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律（平成 18 年法律第 49 号）第２条第１項及び第２項に規定する公益社団法人及び公

益財団法人 

（６）複数の中小企業者（富山県内に事業所を有するものであって、中小企業基本法（昭

和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。）、組合等を主と

するグループ 

（７）知事が特に認めるその他の団体 

 

（補助金の交付の目的） 

第３条 この補助金の交付は、組合等が行う補助対象事業に要する経費について、必要な経

費の一部を補助することにより、中小企業の人材育成、事業活動の活力強化又は全国的

若しくは国際的な事業の展開が図られ、地域産業の活性化及び地域中小企業の振興に寄

与することを目的とする。 

 

（補助対象事業等） 

第４条 この補助金の補助対象事業及び対象者は、別記に掲げるとおりとし、別表に掲げ

る補助対象経費のうち、知事が必要かつ適当と認めるものを、予算の範囲内において交

付する。 

 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとするときは、様式第１による補助金交付申請書を知事

に、その定める期日までに提出しなければならない。 

 

（交付条件） 

第６条 規則第５条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるものと

する。 

（１）補助事業者は、次の①又は②のいずれかに該当するときは、あらかじめ、様式第２

による申請書を知事に提出し、その承認を受けること 

 ①申請時の補助対象経費全体の 20パーセント以上を変更しようとするとき。 

 ②補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 



  イ 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、

より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 

  ロ 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

（２）補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、様式

第３による申請書を知事に提出し、その承認を受けること。 

（３）補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれると

き又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに、様式第４による補助事業遅

延等報告書を知事に提出し、その指示を受けること。 

（４）補助事業者は、補助事業により取得し又は効用が増加した財産（以下「取得財産等」

という。）について、補助事業の完了後も、様式第５による取得財産等管理台帳を備え、

その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金

の交付の目的に従ってその効率的運用を図ること。 

（５）額の確定においては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63年

法律第 108 号）の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当

該金額に地方税法（昭和 25年法律第 226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて

得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額するものとす

る。 

２ 知事は、前項１号の承認には、必要に応じ条件を付し、これを変更することができる。 

 

（実績報告） 

第７条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第 10条の規定による廃止の承認を受

けたときは、その日から 30 日を経過した日又は会計年度が終了する 3 月 31 日のいずれ

か早い日までに、様式第６による補助事業実績報告書を知事に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の実施期間において会計年度が終了したときは、前項に準ず

る報告書を知事に、その定める期日までに提出しなければならない。 

３ 補助事業者は、第１項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額を減額して報告しなればならない。 

 

（補助金の経理等） 

第８条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を

整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間

保存しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第９条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、様式第７

により知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該補助事業者に対し、当該消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第 10条 取得財産等のうち、知事が処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格

が 50万円以上の財産とする。 

２ 補助事業者は、処分を制限された前項の財産の処分を行うときは、あらかじめ、様式

第８による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

 



３ 知事は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことに

より収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付さ

せることができる。 

 

（成果の発表） 

第 11 条 知事は、補助事業者が行った補助事業の成果について必要があると認めるとき

は、当該補助事業者にこれを発表させることができる。 

 

（その他） 

第 12条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は知事が別に定める。 

 

 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 26年４月 1日から施行する。 

２ 富山県地域産業活性化事業費補助金交付要綱は、平成 26 年３月 31 日限り廃止する。

ただし、当該規定による廃止前の交付要綱により交付決定された補助金の交付について

は、なお従前の例による。 

３  この要綱は、平成 28 年３月 24 日から施行する。ただし、改正後の富山

県地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金交付要綱の規定は、この

要綱の施行の日以後に交付の決定がなされる補助金について適用し、同日

前に交付の決定のあった補助金については、なお従前の例による。  

４  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

５  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記 

 

地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金補助事業 
 

 補助事業は、以下のいずれかに該当する事業をいう。 

 

１．人材育成事業 

（１）対象事業 

①中小企業者、組合及びその従業員等を対象にした経営、技術その他必要と認められ 

る事柄に関する各種研修、講習、発表会等の開催 

②中小企業者、組合及びその従業員等を対象にした経営、技術その他必要と認められ 

る事柄に関する各種研修、講習、発表会等への派遣 

③後継者育成のために、子供から大人までを対象にした体験型授業や講習会等の開催 

④若者の定着を促進するための就職フォーラムの開催 

⑤人材情報等の情報収集・分析及びその情報提供等を行なう事業 

⑥その他地域産業の活性化に寄与する人材育成事業として県知事が適当と認めた事業 

（２）対象者 組合等 

 

２．販路開拓事業 

（１）対象事業  

  ①展示会の開催又は見本市への参加 

国内外において行なう販路開拓のための展示会等への参加 

  ②販路開拓指導等 

イ 専門コンサルタントの委嘱等により行なう販路開拓に関する調査及び指導 

ロ 新商品等の販路開拓等のための広報事業 

ハ 品質表示（品質保証表示等を行なう事業を含む。）事業 

  ③販路開拓等を支援するための情報収集・分析及びその情報提供等を行う事業 

  ④その他地域産業の活性化に寄与する販路開拓事業として県知事が適当と認めた事業 

（２）対象者 組合等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表 

 
地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金 

 
補 助 対 象 経 費 

補助
率 

上限
額 事業区分 

経費区
分 

            内   容 

人 
材 
育 
成 
事 
業 

謝 金 委員謝金、専門家謝金、講師謝金、実習企業謝金 

1/2 
以内 

200 
万円 

旅 費 委員旅費、専門家旅費、職員旅費、講師旅費、研修旅費 

事務費 
会場借料、会場整備費、印刷製本費、研修教材等諸費、資料購入費、
通信運搬費、広告宣伝費、借料又は損料、教材費、雑役務費、原稿料
、受講料、通訳料、翻訳料 

委託費 人材育成事業費の一部を委託する経費 

販 
路 
開 
拓 
事 
業 

謝 金 委員謝金、専門家謝金、講師謝金、その他販路開拓に必要な謝金 

1/2 
以内 

300 
万円 

旅 費 委員旅費、専門家旅費、職員旅費、講師旅費、外国旅費 

事務費 
会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、教材費、通信運搬
費、借料又は損料、調査研究費、広告宣伝費、通訳料、翻訳料、雑役
務費、保険料、ホームページ作成費 

委託費 販路開拓事業の一部を委託する経費 

 
 
  



 

様式第１ 

   

  年  月  日   

  

 富山県知事     殿 

 

                申請者住所           

氏名又は名称及び代表者氏名   

  

 

年度地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金交付申請書 

  

  年度において地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金補助事業を実

施したいので地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金       円を

交付されるよう富山県地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金交付要綱第

５条の規定により、次の関係書類を添えて申請します。 

 

 

  関係書類 

1 地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金補助事業計画書 

（別紙１） 

2 収支予算書（別紙２） 

3 経費積算内訳（別紙３） 

4 事業スケジュール表（別紙４） 

5 決算書の写し（直近2期分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 １  

地 域 産 業 人 材 育 成 ・ 販 路 開 拓 支 援 事 業 費 補 助 金  

補 助 事 業 計 画 書  

 

1 .  補 助 対 象 事 業  

【 申 請 事 業 に ○ を し て 下 さ い 。】  

 

人 材 育 成 事 業    販 路 開 拓 事 業     

 

  

  

  

  

 

 

 

 

2 .  実 施 計 画 名 「                    」  

【 内 容 を把 握 しやす く 、 な る べ く 簡 潔 な題 目 に し て下 さい 。】  

 

3 .  補 助 事 業 実 施 者  

( 1 )   補 助 事 業 実 施 者  

( 2 )   代 表 者 氏 名  

( 3 )   住 所  

( 4 )   電 話 番 号  

( 5 )   資 本 金 ・ 出 資 金 （ 千 円 ）  

( 6 )   設 立 年 月 日  

( 7 )   従 業 員 数  

 

４ ． 事 業 概 要 等  

( 1 )  事 業 目 的  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 事 業 の 概 要 を 簡 潔 に ご 記 入 下 さ い 。】  

 

【 現 状 と 課 題 、 何 を 解 決 す る た め の 事 業 で あ る の か 、 そ の 必 要

性 を ご 記 入 下 さ い 。】  

 

 



 

( 2 )  期 待 さ れ る 成 果 及 び 目 標  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 3 )  具 体 的 内 容  

今 回 行 お う と す る 事 業 の 内 容 、 規 模 及 び 方 法  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4 )  県 の 補 助 金 交 付 を 受 け た 実 績 （ 過 去 ５ 年 間 ）  

 

５ ． 事 業 実 施 方 法  

( 1 )  実 施 体 制  

( 1 )  実 施 体 制  

 

 

 

 

 

 

【 ど の よ う な 成 果 を 目 標 と す る か 、 成 果 の 適 用 に よ り ど の よ う

に 地 域 産 業 の 活 性 化 へ の 貢 献 が 期 待 さ れ る の か 等 を 以 下 の 項 目

に 留 意 し て で き る 限 り 具 体 的 に ご 記 入 下 さ い 。 な お 、 継 続 事 業

の 場 合 は 、 前 回 の 結 果 を 踏 ま え た 成 果 及 び 目 標 を 記 入 下 さ い 。】  

・ 地 域 等 に お け る 新 た な 産 業 ・ 雇 用 の 創 出 効 果  

・ 経 済 的 波 及 効 果 、 地 域 の 活 性 化  

・ 市 場 創 出 効 果  

・ 人 材 育 成 効 果  

 

【 上 記 事 業 目 的 を 達 成 す る た め の 具 体 的 方 法 、 ア イ デ ア 等 、 検

討 事 項 と そ の 方 法 を ご 記 入 下 さ い 。 ま た 、 ど の 程 度 の 規 模 で 行

う か を 記 入 し 、 そ の 規 模 を 選 ん だ 理 由 を ご 記 入 下 さ い 。  

 な お 、 継 続 事 業 の 場 合 は 、 前 回 の 結 果 を 踏 ま え 、 ど の よ う な

変 更 、 改 善 を 行 う か も 記 入 下 さ い 。】  

 

① 外 部 委 託 ・ 委 嘱 の 相 手 先 概 要 、 委 託 ・ 委 嘱 内 容  

  

② 連 携 （ 共 同 研 究 、 提 携 事 業 等 ） の 相 手 先 概 要 、 連 携 内 容  

 

③ 参 加 ・ 協 力 組 織 の 相 手 先 概 要 、 協 力 内 容  

 

④ 成 果 の 従 業 員 又 は 組 合 員 へ の 指 導 ・ 研 修 体 制  

 



 

( 2 )  実 施 日 程 （ 開 始 予 定 日 ～ 完 了 予 定 日 ）  

 

( 3 )  実 施 予 定 場 所  

 

６ ． 補 助 金 申 請 額 合 計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別紙２ 

 

収 支 予 算 書 

 

〈収入〉                           （単位：千円） 

項  目 予算額 備考 

補 助 金    

自己資金   

合  計   

 

 

〈支出〉                           （単位：千円） 

事業区分 経費区分 補助事業に要する経費 補助金の金額 備考 

人材育成事業 謝 金    

旅 費   

事務費   

委託費   

小 計    

販路開拓事業 謝 金    

旅 費   

事務費   

委託費   

小 計    

  合  計    

 

 

 

 

 

  



別紙３ 

経 費 積 算 内 訳 

 

（単位：千円） 

事業区分 経費区分 金額 経費積算内訳 備考 

人材育成事業 謝 金    

旅 費    

事務費    

委託費    

小 計    

販路開拓事業 謝 金    

旅 費    

事務費    

委託費    

小 計    

合  計    

 

 

 

 

 

 



別紙４ 

 

事 業 ス ケ ジ ュ ー ル 表 

 

項目 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

※ 実施項目ごとに、予定を⇔等で記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２ 

年  月  日 

 

 

富山県知事     殿 

 

申請者住所           

 

氏名又は名称及び代表者氏名   

 

 

年度地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金にかかる補助 

事業の内容（及び経費の配分）の変更承認申請書 

 

   年  月  日付け富山県指令第  号をもって交付決定の通知があった上記

の補助事業の内容（及び経費の配分）を下記のとおり変更したいので、富山県地域産

業人材育成・販路開拓支援事業費補助金交付要綱第６条第１項第１号の規定により承

認を申請します。 

 

記 

 

１． 変更の理由 

 

２． 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３ 

年  月  日 

 

 

富山県知事     殿 

 

申請者住所           

氏名又は名称及び代表者氏名   

 

 

年度地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金にかかる補助 

事業の中止（廃止）承認申請書 

 

   年  月  日付け富山県指令 第   号をもって交付決定の通知があった

上記の補助事業を下記の理由により中止（廃止）したいので、富山県地域産業人材育

成・販路開拓支援事業費補助金交付要綱第６条第１項第２号の規定により承認を申請

します。 

 

記 

 

１． 中止（廃止）する事業名 

 

２． 理由 

 

３． 中止の期間（廃止の時期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４ 

年  月  日 

 

 

富山県知事     殿 

 

申請者住所           

氏名又は名称及び代表者氏名   

 

 

年度地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金にかかる補助 

事業遅延等報告書 

 

   年  月  日付け富山県指令 第   号をもって交付決定の通知があった

上記の補助事業に係る事故について、富山県地域産業人材育成・販路開拓支援事業費

補助金交付要綱第６条第１項第３号の規定により下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１． 補助事業名 

 

２． 補助事業の進捗状況 

 

３． 同上に要した経費 

 

４． 事故の内容及び原因 

 

５． 事故に対する措置 

 

６． 補助事業の遂行及び完了の予定 

 

 

（注）１．事故の理由を立証する書類を添付すること。 

  ２． 補助事業は、交付決定通知書において補助金の交付の対象となった事業を

記入すること。 

 

 

 

 

 



様式第５ 

  

取得財産等管理台帳（  年度） 

 

（単位：円） 

区分財産名 規格 数量 単価 金額 取得年月日 保管場所 備考 

        

 

 （注）１．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が本交付要綱第10条第１項に

定める財産処分制限価格以上の財産とする。 

    ２．数量は、同一規格であれば一括して記載して差し支えない。ただし、単価が異なる場

合には区分して記載のこと。 

３．取得年月日は、検査を行う場合は検収年月日を記載のこと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６ 

年  月  日 

 

 

富山県知事     殿 

 

申請者住所           

氏名又は名称及び代表者氏名   

 

 

度地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金に係る補助事業 

実績報告書 

 

   年  月  日付け富山県指令 第   号をもって交付決定の通知があった

上記の補助事業について、富山県地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金交付

要綱第７条の規定により、その実績を次の関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

関係書類 

１．○○事業実績報告書（別紙１） 

２．収支決算書（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

 

  年度地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金に関する実績報告書 

 

名   称 

代 表 者   

業 種 名   

住所・TEL 

構成員数 

 

（１） 人材育成事業 

① 研修等計画名 

② 目的      

③ 事業内容 

開催日時 

研修内容 

受講者名 

講師名 

④ 事業の成果 

⑤ 委託した場合 

     委託先       

     委託契約日、委託期間       

     委託の具体的内容 

     

（２） 販路開拓事業 

① 実施計画名／事業名称    

② 目的 

③ 事業内容 

具体的内容 

開催場所     

開催期間       

委嘱した専門家の氏名及び職業     

④ 事業の成果 

（見本市や商談会の場合は、下記表も記入) 

商談件数 見積依頼件数 成約件数 成約額 左記の主な商品名 

     

 

⑤ 委託した場合 

委託先 

委託契約日、委託期間 

具体的内容 

 （注）１．事業内容について、報告書等があれば、添付引用して差し支えありません。 



 

別紙２ 

収 支 決 算 書 

 

〈収入〉                            （単位：円） 

項  目 予算額 決算額 差額 備考 

補 助 金      

自己資金     

合  計     

 

 

〈支出〉                            （単位：円） 

事業 

区分 

経費 

区分 
申請額 

補助事業に

要した経費 

補助金の 

金額 
積算内訳 備考 

人材育

成事業 
謝 金      

旅 費     

事務費     

委託費     

小 計      

販路開

拓事業 
謝 金      

旅 費     

事務費     

委託費     

小 計      

合  計      

 

 

 

  



様式第７ 

 

年  月  日 

富山県知事     殿 

 

申請者住所           

氏名又は名称及び代表者氏名   

 

 

  年度消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書 

 

富山県地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金交付要綱第９条第１項の規定

により下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 １．補助金額（知事が確定通知書により通知した額）            円 

 ２．補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額    円 

３．消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地 

方消費税に係る仕入控除税額                     円 

 ４．補助金返還相当額（３－２）                     円 

 

 

 （注） 別紙として積算の内訳を添付すること。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８ 

年  月  日 

 

 

富山県知事     殿 

 

申請者住所           

氏名又は名称及び代表者氏名   

 

 

財産取得の処分承認申請書 

 

年度地域産業人材育成・販路開拓支援事業費補助金により取得した財産を、

下記のとおり処分したいので承認を申請します。 

 

記 

 

１． 補助事業名 

２． 取得資産の品目及び取得年月日 

３． 取得価格及び時価 

４． 処分の方法 

５． 処分の理由 

 

（注） 補助事業名は、交付決定通知書において補助金の交付の対象となった補助金

名、事業名を記入すること。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


